


土浦・阿見都市計画地区計画の変更（阿見町決定）   
都市計画 阿見吉原地区 地区計画を次のように変更する。 

 
 
 

名 称 阿見吉原地区 地区計画 

位 置 阿見町よしわら一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目の全部
 

面 積 約 160.8ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地
区
計
画
の
目
標 

本地区は町南部の牛久市に隣接する地域であり、ＪＲ常磐線荒川沖駅及び牛久駅からは東に約

10km、ひたち野うしく駅からは同約 8km に位置する。また、首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」

という）阿見東インターチェンジ（以下「ＩＣ」という）に隣接し、町南部地域の新しい複合市街地

の形成をめざす阿見吉原土地区画整理事業（茨城県施行）を施行中の区域である。 

本地区計画は、土地区画整理事業の目的及び整備効果の維持増進のために、建築物等の規制・誘導

による良好な市街地の形成を図ることを目標とする。 

土
地
利
用
の
方
針 

阿見吉原土地区画整理事業の土地利用方針による用途地域の指定を基本とし、地区の特性に応じた

土地利用を図るため、下記記載の地区に細分化する。 

1．低層住宅地区 

稲敷台地の風景に合う緑豊かなゆとりある郊外型低層住宅を主体とした土地利用を形成する。 

2．緑地保全型住宅地区 

稲敷台地の原風景でもある斜面緑地等を敷地に内包し、住宅と樹林地が一体化した緑溢れる緑地

保全型住宅による土地利用を形成する。 

3．緑の保全地区 

緑溢れる地域環境創出のため、緑の拠点となる樹林地、草地、農地等の保全・育成を図る土地利

用を形成する。 

4．一般住宅地区 

都市計画道路 1・3・2首都圏中央連絡自動車道（23.5m）に隣接する区域、及び誘致施設地区、工

業団地に隣接する区域において、住宅と他施設が共存・調和した土地利用を形成する。 

5．沿道施設地区（都市計画道路 3・2・45 追原・久野線（30m）沿道、都市計画道路 3・4・62 赤太郎

通り線（20m）沿道、都市計画道路 3・4・64 堀尻通り線（17m）沿道、都市計画道路 3・5・65 福

田工業団地線（15m）沿道、主要地方道土浦稲敷線沿道、主要地方道竜ケ崎阿見線沿道） 

圏央道ＩＣに直結する都市計画道路及び、地区の骨格を形成する幹線道路の沿道として、店舗・

事務所等の施設立地を推進するとともに、住宅と共存・調和するまちなみに配慮した土地利用を形

成する。 

6．一般施設地区 

既存工場と住宅が共存する複合用途に配慮しつつ、近接する誘致施設地区とも調和する土地利用

を形成する。 

7．誘致施設地区 

圏央道ＩＣに近接する立地条件と敷地規模を活用し、商業・業務施設及び流通・研究施設等の立

地・誘導を図るとともに、周辺住宅地の住環境に調和した土地利用を形成する。 

整
備
方
針 

建
築
物
等
の 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。 

1．敷地の細分化を防ぎ、良好な住環境を形成するため、「敷地面積の最低限度」や「壁面の位置の制

限」を定める。 

2．統一観のある落ちついたまちなみを形成するため、「かき又はさくの構造の制限」を定める。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
理由】： 新たなる商業業務形態に対応し、合理的な土地利用と良好な市街地環境の形成を図るために地区計画を変更する。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 
 
 
 

位 置 阿見町よしわら一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目の全部 

面 積 約 160.8ha 

 
 
 
 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地
区
の
区
分 

区分の 
名称 

低層住宅
地区 

緑地保全型 
住宅地区 

緑の保全地区 
一般住宅地

区 
沿道施設 
地区Ⅰ 

沿道施設 
地区Ⅱ 

沿道施設 
地区Ⅲ 

一般施設地区Ⅰ 一般施設地区Ⅱ 
誘致施設 
地区Ⅰ 

誘致施設 
地区Ⅱ 

誘致施設 
地区Ⅲ 

誘致施設 
地区Ⅳ 

区域の 
面積 

21.8ha 0.4ha 1.9ha 15.2ha 15.0ha 8.3ha 5.4ha 1.1ha 0.9ha 18.8ha 59.0ha 11.1ha 1.9ha 

建築物等の 
用途の制限 

― 

第 1 種低

層住居専用

地域の制限

とする。 

（建築す

ることがで

きる建築物

は、建築基

準法別表第

2（い）項に

掲げる建築

物とする。） 

第 1 種低層

住居専用地

域の制限と

する。 

（建築する

ことができ

る建築物は、

建築基準法別

表第2 （い）

項に掲げる建

築物とする。） 

次 に 掲 げ

る建築物等

は建築して

は な ら な

い。 

（1）ホテル又

は旅館 

（2）畜舎 

（動物病院、

ペットショ

ップその他

これらに類

するもので

一定の期間

のみ飼養す

るものを除

く。） 

（3）建築基準

法別表第 2

（に）項第3

号に掲げる

建築物。 

次に掲げる

建築 物等は

建築 しては

ならない。 

（1）「風俗営業

等の規制及び

業務の適正化

等に関する法

律」第2条第6

項第 4 号に定

めるホテル又

は旅館 

（2）畜舎 

（動物病院、ペ

ットショッ

プその他こ

れらに類す

るもので一

定の期間の

み飼養する

も の を 除

く。） 

次に掲げる建

築物等は建築

してはならな

い。 

（1）ホテル又は旅

館 

（2）畜舎 

（動物病院、ペッ

トショップそ

の他これらに

類するもので

一定の期間の

み飼養するも

のを除く。） 

（3）建築基準法

別表第 2（に）

項第3号に掲げ

る建築物。 

（4）同表（ほ）

項第2号及び第

3 号に掲げる建

築物。 

（5）同表（へ）

項 第3号に掲

げる建築物。 

次に掲げる建

築物等は建築

してはならな

い。 

（1）ホテル又は

旅館 

（2）畜舎 

（動物病院、ペッ

トショップそ

の他これらに

類するもので

一定の期間の

み飼養するも

のを除く。） 

（3）建築基準法

別表第 2（に）

項第3号に掲げ

る建築物。 

（4）同表（ほ）

項第2号及び第

3 号に掲げる建

築物。 

（5）同表（へ）

項 第3号に掲

げる建築物。 

次に掲げる建築物

等は建築してはな

らない。 

（1）ホテル又は旅館 

（2）畜舎 

（動物病院、ペット

ショップその他こ

れらに類するもの

で一定の期間のみ

飼養するものを除

く。） 

（3）建築基準法別表

第2（に）項第3号

に掲げる建築物。 

（4）同表（ほ）項に

掲げる建築物。ただ

し、同表（と）項第

3号（9）、（11）、同

表 （ぬ）項第2号、

及び同項第 3 号

（12）に掲げる建築

物等はこの限りで

はない。 

次に掲げる建築物

等は建築してはな

らない。 

（1）ホテル又は旅館 

（2）畜舎 

（動物病院、ペット

ショップその他こ

れらに類するもの

で一定の期間のみ

飼養するものを除

く。） 

（3）建築基準法別表

第2（に）項第3号

に掲げる建築物。 

（4）同表（ほ）項第2

号、及び第3号に掲

げる建築物。 

（5）同表（へ）項第

3 号に掲げる建築

物。 

（6）同表（と）項に

掲げる建築物。ただ

し、同表（と）項第

2 号、及び同項第 3

号（4 の 2）に掲げ

る建築物等はこの

限りではない。 

次に掲げる建築

物等は建築して

はならない。 

（1）住宅 

（2）下宿 

（3）畜舎 

（動物病院、ペッ

トショップその

他これらに類す

るもので一定の

期間のみ飼養す

るものを除く。） 

（4）建築基準法別

表第 2（ほ）項第

2 号に掲げる建築

物。 

（5）「風俗営業等

の規制及び業務

の適正化等に関

する法律」第 2

条第6項第4号に

定めるホテル又

は旅館 

次に掲げる建築

物等は建築して

はならない。 

（1）住宅 

（2）下宿 

（3）ホテル又は旅

館 

（4）畜舎 

（動物病院、ペッ

トショップその

他これらに類す

るもので一定の

期間のみ飼養す

るものを除く。） 

（5）建築基準法別

表第 2（ほ）項第

2 号に掲げる建築

物。 

（6）同表（り）項

第2号に掲げる建

築物。 

（7）同表（ぬ）項

第3号、及び同項

第4号に掲げる建

築物。 

次に掲げる建

築物等は建築

してはならな

い。 

（1）ホテル又は

旅館 

（2）畜舎 

（動物病院、ペッ

トショップそ

の他これらに

類するもので

一定の期間の

み飼養するも

のを除く。） 

（3）建築基準法

別表第 2（ほ）

項第2号に掲げ

る建築物。 

（4）同表(と）項

第1号、第3号、

及び第 4 号に

掲げる建築物。  

 

次に掲げる建築物等

は建築してはならな

い。 

（1）住宅 

（2）下宿 

（3）ホテル 

  又は旅館 

（4）畜舎 

（動物病院、ペット

ショップその他これ

らに類するもので一

定の期間のみ飼養す

るものを除く。） 

（5）建築基準法別表

第 2（ほ）項第 2 号

に掲げる建築物。 

（6）同表（り）項第

2 号に掲げる建築

物。 

（7）同表（ぬ）項第

3 号、及び第 4 号に

掲げる建築物。 

（8）同表（か）項に

掲げる建築物。 

建築物の敷地面積の 
最低限度 

165 ㎡ 500 ㎡ 500 ㎡ 165 ㎡ 500 ㎡ 500 ㎡ 165 ㎡ 165 ㎡ 165 ㎡ 500 ㎡ 500 ㎡ 500 ㎡ 500 ㎡ 

壁面の位
置の制限 

 
道路境界
線からの
距離 

 

1. 建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次の各号に掲げる数値以上でなければならない。 
（1）道路の境界線までの距離は 1.0m とする。 
（2）道路のすみ切り部分の境界線までの距離は 0.5m とする。 

前項各号の規定については、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2.3m 以下で、かつ、床面積の合計が 5㎡以内である場
合はこの限りではない。 

かき又はさく 
の構造の制限 

道路に面するかき又はさくの構造は、生け垣・フェンス・その他これらに類する透視性のあるものとし、基礎の高さは地盤面から 0.6m 以下とする。 
ただし、門扉、門柱等はこの限りでない。 

土地利用の制限 
に関する事項 

1. 図示（Ａ）の部分では、地域の環境形成のため、誘致施設地区の道路に面する境界から 3ｍ以上の区域を緑地として整備し、車両の出入口を原則設けてはならない。 
2. 緑地保全型住宅地区では、地域の環境形成のため、敷地面積の 50％以上を一団の樹林地等として保全・育成しなければならない。なお、建築物等の建築に際しては、緑化計画書を提出す
ることとする。 

3. 緑の保全地区では、地域の環境形成のため敷地面積の全てを樹林地、草地及び農地等の緑地として保全・育成を図ることとする。ただし、止むを得ない理由により緑地以外の土地利用を行
う場合には、敷地面積の 50％以上を一団の緑地として保全・育成する緑化計画書を提出することで建築物等の敷地とすることができる。 

適
用
の
除
外 

1. 建築物等に関する事項に関し、以下の要件に該当する場合は適用を除外する。 
（1）本地区計画に係る都市計画決定の際、現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する場合。 
（2）本地区計画に係る都市計画決定の際、現に存する所有権その他権利に基づいて建築物等の敷地として使用するならば、これらの規定に適合しないこととなる土地の全部を一の敷地として使用する場合。 
（3）土地区画整理法第 98 条に規定する仮換地指定及び同法第 103 条に規定する換地処分により、これらの規定に適合しない場合。 
（4）土地区画整理法第 98 条の規定により、仮換地として指定された土地に、同法第 77条の規定により従前の土地に既に存する建築物等を移転する際、適合させることが困難なこととなる場合。 
2. 公共公益上必要なもの又は町長が必要と認めるもの。 

考備 区域、地区の細区分は「計画図」表示のとおりとする。 



地　区　名

面　　　積

阿見吉原地区

約 160.8ha

今回変更される部分

新たなる商業業務形態に

対応し、合理的な土地利

用と良好な市街地環境の

形成を図るため

理　　　由

 200
近 商
 60




